
規

則 

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号 

 
 

 

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
登
録
申
請
書
の
様
式
） 

第
二
条 

法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
登
録
の
審
査
） 

第
三
条 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
適
正
を
期
す
る
た
め
、
実
地
調
査
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

（
登
録
原
簿
の
様
式
） 

第
四
条 

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
登
録
原
簿
の
様
式
は
、
様
式
第
二
号
の
と

お
り
と
す
る
。 

 

第
五
条
の
見
出
し
中
「
登
録
事
項
等
」
を
「
登
録
事
項
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
三
条
第
一

項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
登
録
事
項
等
変
更
の
」
を
削
り
、
「
に
よ
り
、
変
更

の
つ
ど
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
に
よ
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を

削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
定
期
報
告
） 

第
五
条
の
二 

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

第
六
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
条
」
を
「
第
三
条
」

に
改
め
る
。 

 

第
七
条
の
見
出
し
中
「
博
物
館
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第

一
項
」
に
改
め
、
「
博
物
館
廃
止
の
」
を
削
る
。 

 

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
委
任
） 

第
八
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
の
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
埼
玉
県



教
育
委
員
会
教
育
長
が
定
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                



  
 



 



 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「
登

録
事
項
等
」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」

を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を

「 
 

 
 

 
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

博
物
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
二
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
。

以
下
「
改
正
博
物
館
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
博
物

館
が
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
報
告
を
最
初
に
行
う
の
は
、
改

正
博
物
館
法
第
十
一
条
の
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
と
す
る
。 

第
1
3
条
第

1
項

 

第
1
5
条
第

1
項

 

第
1
5
条
第

1
項

 

第
2
0
条
第

1
項

 

博
物
館
登
録
事
項
変
更
届

 
博
物
館
登
録
事
項
等
変
更
届

 
登

 

変
更
す
る

 

お
届
け
し
ま
す

 

お
届
け
し
ま
す

 

変
更
し
た

 

届
け
出
ま
す

 

届
け
出
ま
す

 

録
事
項
等

 
登
録
事
項

 


